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【研究の目的】 
近時のサイバー犯罪、例えば、個人情報、政府の情報、銀行預金、先端的ソフトウェアなどを狙う、

virusやハッキングによる情報の盗取、インフラの破壊や麻痺を狙うサイバー犯罪などにより、我が国を
含め、大きな被害が発生してきており、サイバー犯罪への有効な対処が喫緊の課題とされてきているが、
これに対する有効な対処がまだ十分には発展してきておらず、攻撃者を確認したり、捕捉したりするた
めの、国際的連携を含めた方策が講じられてきているとはいえ、我が国における対処は控えめであり、攻
撃者が誰であるのかを追求する方法や証拠の収 
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